
 

 

 

2026年５月 12日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 カ カ ク コ ム 

代 表 者 名 代表取締役社長 村上 敦浩 

 （コード番号 2371 東証プライム） 

問 合 せ 先 取締役上級執行役員 CFO 粕谷 進一 

 （TEL 03-5725-4554） 

 

会 社 名 Kamgras １株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 

ロバート・パトリック・ライアン 

 

 

Kamgras １株式会社による株式会社カカクコム（証券コード：2371） 

に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

 Kamgras １株式会社は、本日、株式会社カカクコムの株券等を別添のとおり公開買付けにより取得するこ

とを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

以上 

 

（添付資料） 

2026 年 5 月 12 日付「株式会社カカクコム（証券コード：2371）の株券等に対する公開買付けの開始に関す

るお知らせ」 

本資料は Kamgras １株式会社（公開買付者）が株式会社カカクコム（公開買付けの対象者）に行った要請に

基づき、金融商品取引法施行令第 30条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。 
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2026年５月 12日 

各 位 

会 社 名 Kamgras １株式会社 

代表者名 代表取締役 ロバート・パトリック・ライアン 

 

 

株式会社カカクコム（証券コード：2371）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

Kamgras １株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2026 年５月 12 日、株式会社カカクコム（証券コード：

2371、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）プライム市場、以下「対象者」といいます。）の

普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「（２）買付け等を行う株券等の種類」の「② 新

株予約権」に定義します。以下同じです。また、対象者株式及び本新株予約権を総称して、以下「対象者株券等」といい

ます。）の全て（ただし、本新株予約権の行使により交付される対象者株式及び譲渡制限付株式報酬として対象者の各取

締役及び各執行役員に付与された対象者の譲渡制限付株式（以下「本譲渡制限付株式」といいます。）を含み、本不応募

株式（以下に定義します。以下同じです。）及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を金融商品取引法（昭和 23 年

法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいま

す。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

公開買付者は、EQT AB(publ)（関係会社及び EQT AB（publ）が直接又は間接に支配し、若しくは重要な影響力を有する

その他の関連事業体を含め、以下「EQT」といいます。）の関係会社が管理又はアドバイスを提供する BPEA Fund IX Pte. 

Ltd.（以下「BPEA Fund IX」といいます。）によりその子会社を通じて持分の全てを間接的に所有されている Kamgras 

Limited を親会社として日本法に基づき設立された Kamgras ２株式会社（以下「公開買付者親会社」といいます。）の完

全子会社であり、対象者株券等を取得及び所有し、対象者の事業活動を支配及び管理することを主たる目的として 2026

年４月６日に設立された株式会社です（注１）。本日現在、公開買付者、公開買付者親会社、BPEA Fund IX、Kamgras 

Limited及び EQTは、対象者株券等を所有しておりません。 

EQT は、スウェーデンに本社を置き、「企業を『Future-proof』（将来にわたり持続的に価値がある企業へと変革）し、

世の中にポジティブなインパクトをもたらす」というパーパスに基づく投資活動を行う、投資機関です。2025年 12月 31

日時点で、EQTは、Private Capital（注２）及び Real Assets（注３）の２つの事業セグメントの下で、50を超えるアク

ティブファンドを通じて約2,700億ユーロの運用資産を有しております。また、2025年12月31日時点において、EQTは、

欧州、アジア、北米にわたる25ヶ国以上の国で事業を展開しており、1,900名以上の従業員と600名以上のアドバイザー

のネットワークを有しております。EQT は、160 年以上続く産業資本家であり起業家精神と長期的な目線での事業哲学を

有するスウェーデンのウォレンバーグ家を出自としております。ウォレンバーグ家による「企業の野心的な成長を支援し、

優れた組織を作り、責任あるかつ持続的な形で価値を創造する、世界で最も尊敬される投資会社であれ」という創業理念

に基づき、EQTは 1994年に設立されました。その出自ゆえに、EQTは持続的な成長と長期的な価値創造に注力しており、

投資家、企業の経営陣及び従業員並びに顧客を含むあらゆるステークホルダーに対して価値を提供することをその投資の

根幹に据えております。 

日本における投資という観点では、EQT が管理又はアドバイスを提供するファンドは、2006 年以来 16 件の投資の実績

を重ねており、EQT は、日本企業に対しても EQT が有するグローバルのプラットフォームを活用し、支援を提供してきた

実績があります。近年の主要な投資実績としては、2018年 12月に株式会社トライト、2019年３月にパイオニア株式会社、

2023 年 12 月に株式会社 HR Brain、2024 年３月に株式会社ベネッセホールディングス、2025 年９月に株式会社ケアネッ

ト、2025年 12月にフジテック株式会社、2026年３月に株式会社豆蔵があります。 

 

（注１）EQTは、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に、Kamgras Limitedを完全親

会社とする、日本法に基づく単独又は複数の株式会社を設立し、本公開買付けの決済完了後、当該株式会社が、

直接又は間接に、公開買付者親会社の株式の全てを取得する可能性があります。その場合、当該株式会社は、公

開買付者及び公開買付者親会社の完全親会社となります。 

（注２）Private Capital とは、主として未上場企業の株式への投資を行う事業セグメントであり、アーリー・ステージ

に位置する企業へのベンチャー投資から成熟企業へのバイアウト投資まで、幅広く投資を展開しております。 

（注３）Real Assets とは、インフラ、不動産等の実物資産を主たる投資対象とし、当該資産の保有・運用を通じて投資

を行う事業セグメントのことを指しております。 
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今般、公開買付者は、対象者株券等の全て（ただし、本新株予約権の行使により交付される対象者株式及び本譲渡制限

付株式を含み、本不応募株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化することを

目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、2026 年５月 12 日付で、対象者との間で本取引に関し、公開買付契約を

締結しているほか、2026年５月12日付で、対象者の第一位株主（2026年３月31日現在）である株式会社デジタルガレー

ジ （以下「DG」といい、EQT と併せて「本コンソーシアム」といいます。DG の所有する対象者株式数：40,917,700 株、

DGの所有割合（注４）：20.50％）及び、対象者の第二位株主（2026年３月31日現在）であるKDDI株式会社（以下「KDDI」

といい、DGと併せて「本不応募株主」と総称します。KDDIの所有する対象者株式の数：35,016,000株、KDDIの所有割合

17.55％。本不応募株主の所有する対象者株式数：75,933,700 株、本不応募株主の所有割合：38.05%）のそれぞれとの間

で、公開買付不応募契約（DG との間で契約した公開買付不応募契約を以下「本不応募契約（DG）」といい、KDDI との間で

契約した公開買付不応募契約を以下「本不応募契約（KDDI）」といい、それらを総称して以下「本不応募契約」といいま

す。）を締結し、本不応募株主は、その所有する対象者株式の全て（以下「本不応募株式」といい、DG の所有する対象者

株式の全てを「本不応募株式（DG）」、KDDI の所有する対象者株式の全てを「本不応募株式（KDDI）」といいます。）につ

いて本公開買付けに応募しない旨、本スクイーズアウト手続き（以下に定義します。以下同じです。）の一環として、本

公開買付けの成立後、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第 180 条に基づく対

象者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定

めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に

おいて、本不応募株式に関して、本株式併合に関連する議案に本不応募株主が賛成する旨、また、本株式併合の効力発生

後に本不応募株主が本自己株式取得（以下に定義します。以下同じです。）に応じて本不応募株式の全てを対象者に売却

する旨等について合意しております。本自己株式取得は、本自己株式取得価格（以下に定義します。以下同じです。）を、

みなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、本自己株式取得に応じた場合に得られる税引き後手取り額が

仮に本不応募株主が本公開買付に応募した場合の税引き後手取り額と実質的に同等となる金額に設定することにより、株

主間の公平性に配慮しつつ、公開買付価格の最大化を図ることを企図するものです。 

（注４）「所有割合」とは、(ⅰ)対象者が 2026 年５月８日に公表した「2026 年３月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」（以

下「対象者決算短信」といいます。）に記載された 2026 年３月 31 日現在の対象者の発行済株式総数

（198,218,300 株）から、(ⅱ)対象者決算短信に記載された 2026 年３月 31 日現在の対象者が所有する自己株式

数（382,033 株）を控除した株式数（197,836,267株）に、（ⅲ）対象者から報告を受けた本日現在残存する本新

株予約権（17,166 個（注５））の目的となる株式数（1,716,600 株）を加算した株式数（199,552,867 株、以下

「本基準株式数」といいます。）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において

同じです。）をいいます。 

（注５）公開買付者が、対象者から本日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権の内訳は以下のとおりです。 

新株予約権の名称 個数 目的となる対象者株式の数 

第８回新株予約権 43個 4,300株 

第 10回新株予約権 62個 6,200株 

第 11回新株予約権 56個 5,600株 

第 13回新株予約権 93個 9,300株 

第 14回新株予約権 82個 8,200株 

第 15回新株予約権 69個 6,900株 

第 16回新株予約権 32個 3,200株 

第 17回新株予約権 94個 9,400株 

第 18回新株予約権 111個 11,100株 

第 19回新株予約権 12,204個 1,220,400株 

第 20回新株予約権 4,320個 432,000株 

 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、34,941,000 株（所有割合：17.51％）を買付予定数の下限（注６）と設定して
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おり、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の下限に満たない

場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、公開買付者は、対象者株券等の全て（ただし、

本新株予約権の行使により交付される対象者株式及び本譲渡制限付株式を含み、本不応募株式及び対象者が所有する自己

株式を除きます。）を取得することにより、対象者株式を非公開化することを企図しているため、買付予定数の上限は設

定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（34,941,000 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け

等を行います。 

（注６）買付予定数の下限（34,941,000 株）については、本基準株式数（199,552,867 株）から、対象者から報告を受け

た本日現在残存する本新株予約権（ただし、対象者から本日現在において行使可能であるものと報告を受けた第

16回新株予約権を除く。17,134個）の目的となる株式数（1,713,400株）を控除（注７）した株式数に係る議決

権の数（1,978,394 個）に３分の２を乗じた数（1,318,930 個。小数点以下切り上げ）から、本不応募株式の数

（75,933,700 株）に係る議決権の数（759,337 個）、対象者から報告を受けた本日現在残存する本譲渡制限付株

式（146,904株）のうち対象者の取締役が保有している株式数（合計88,178株）に係る各取締役の議決権数（合

計 880 個）（注８）及びパッシブ・インデックス運用ファンド（注９）が保有している株式の数（20,930,333 株）

に係る議決権の数（209,303個）を控除した議決権の数（349,410個）に、対象者の単元株式数（100株）を乗じ

た株式数（34,941,000株）としております。 

（注７）本新株予約権のうち、(ⅰ)第８回新株予約権、第 10 回新株予約権、第 11 回新株予約権、第 13 回新株予約権、

第 14回新株予約権、第 15回新株予約権、第 17回新株予約権及び第 18回新株予約権に関しては、行使条件とし

て、当該新株予約権の行使期間内において、対象者の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日（10 日目が休

日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、当該新株予約権を行使することができるとされて

いるところ（以下「本地位喪失行使条件」といいます。）、対象者によれば、当該新株予約権に係る新株予約権者

は、対象者の取締役のみであり、このうち、本地位喪失行使条件の充足により本新株予約権の行使を予定してい

る者はいないとのことであり、(ⅱ)第 19回新株予約権及び第 20回新株予約権については、行使期間が未到来で

あるため、公開買付期間中に第 16 回新株予約権以外の本新株予約権が行使され、当該新株予約権に係る新株予

約権者に対して対象者株式が交付されることは想定されておりません。また、公開買付者は、本公開買付けが成

立した場合には、対象者に対して、本新株予約権の取得及び消却、本新株予約権者に対する本新株予約権の放棄

の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践することを要請する予定であり、かつ、対象者は、当該要

請を受けた場合には、これに協力する意向であるとのことです。そのため、買付予定数の下限の設定に際し、第

16 回新株予約権以外の本新株予約権の目的となる対象者株式の数は、考慮しておりません。なお、第 16 回新株

予約権に関しては、行使条件として、割当日以降権利行使時点まで対象者若しくは対象者の子会社の役員又は従

業員としての地位を継続していることが定められており、対象者によれば、当該新株予約権に係る新株予約権者

は、対象者の執行役員のみであり、本日時点においても対象者の執行役員としての地位を継続しているとのこと

です。 

（注８）本譲渡制限付株式のうち、対象者取締役所有分に関しては、譲渡制限が付されていることから本公開買付けに応

募することができませんが、対象者は、2026 年５月 12 日開催の対象者取締役会において、本譲渡制限付株式を

所有する取締役３名を含む、決議に参加した７名の取締役全員の賛成により、本公開買付けに賛同する旨の意見

を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募を推奨することを決議しており、本譲渡

制限付株式を所有する対象者の取締役から、本公開買付けが成立した場合には、本スクイーズアウト手続に賛同

する旨の回答を得ていることから、買付予定数の下限を考慮するにあたって、これらの本譲渡制限付株式のうち

対象者の取締役が保有している株式数に係る議決権の数を控除しております。 

（注９）「パッシブ・インデックス運用ファンド」とは、株式をはじめとする投資対象資産の市場のベンチマークとなる

株価指数等の指数（インデックス）と投資成果が連動することを目的として運用することにより、市場平均並み

の収益率を確保することを目指すファンドを意味します。 

 

買付予定数の下限を 34,941,000株（所有割合：17.51％）に設定した理由については以下のとおりです。 

まず、パッシブ・インデックス運用ファンドについては、2019年６月28日に経済産業省により公表された「公正なM&A

の在り方に関する指針」において「特に近年の我が国の資本市場動向としてパッシブ・インデックス運用ファンドの規模

が拡大しているところ、その中には、取引条件の適否にかかわらず、原則として公開買付けへの応募を行わない投資家も

存在する」と指摘されているとおり、公開買付者は、パッシブ・インデックス運用ファンドは、一般的に、公開買付けの

条件の適否にかかわらず、原則として公開買付けへの応募は行わないものの、その後のスクイーズアウト手続における株

主総会においては株式併合に係る議案に対して賛成の議決権行使を行う方針を有している傾向にあると認識しております。 
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また、公開買付者が、2026 年４月 30 日及び 2026 年５月１日に対象者より共有を受けた、対象者が実施した 2026 年３

月 31 日基準の対象者株主の機関投資家判明調査の内容を確認した結果、一般的に上記の傾向を有するとされているパッ

シブ・インデックス運用ファンドのうち、国内パッシブ・インデックス運用ファンドに限定したとしても、当該時点で合

計 20,930,333 株（所有割合：10.49％）の対象者株式が国内パッシブ・インデックス運用ファンドにより所有されている

ことを認識しております。これらを踏まえると、本取引において、本公開買付けにより取得する対象者株式の数、本不応

募株式の数（75,933,700 株）及び対象者の取締役が保有する本譲渡制限付株式の数（88,178 株）の合計数に係る議決権

数に加えて、上記の機関投資家判明調査において国内パッシブ・インデックス運用ファンドが所有するものとして特定さ

れた対象者株式の数（20,930,333 株）に係る議決権数を合算することで、対象者の総株主の総議決権数の３分の２以上

とすることができれば、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が可決される蓋然性は一般的に高く、公開買付者

としては、本公開買付けの成立の確実性を高めつつ、本公開買付け成立後の本臨時株主総会において株式併合に係る議案

が可決されない事態が生じる可能性を低下させることが可能と考えました。 

また、国内パッシブ・インデックス運用ファンドにより、2026 年３月 31 日時点で合計 20,930,333 株（所有割合：

10.49％）の対象者株式が所有されている状況下において、仮に、公開買付者及び本不応募株主の所有割合並びに対象者

の取締役が保有する本譲渡制限付株式の数に係る所有割合の合計が３分の２となるような下限を設定すると、国内パッシ

ブ・インデックス運用ファンドを除く対象者株主のうち、本公開買付けの条件を含む本取引の条件が適切であると判断す

る対象者の株主の所有割合が３分の２を超える場合であっても、国内パッシブ・インデックス運用ファンドが本公開買付

けに応募しない結果、本取引が成立せず、対象者の株主の皆様に、対象者との協議及び交渉を経て決定した経済条件での

合理的な売却機会を提供出来なくなる可能性があり、取引条件の適否にかかわらず、原則として公開買付けへの応募を行

わない方針を持つ国内パッシブ・インデックス運用ファンドが存在することが本公開買付けの阻害効果を高める要因とな

り得ると考え、買付予定数の下限を 34,941,000 株（所有割合：17.51％）に設定する必要があるとの結論に至りました。

なお、国内パッシブ・インデックス運用ファンドの上記の運用方針を踏まえれば、下限付近で公開買付けが成立し、臨時

株主総会時点で公開買付者及び本不応募株主の所有割合並びに対象者の取締役が保有する本譲渡制限付株式の数に係る所

有割合の合計が３分の２未満となった場合であっても、株式併合に係る議案の成立に懸念はないと考えております。さら

に、公開買付者は、株式併合に係る議案の可決に必要な議決権数を検討するにあたっては、過去の対象者の株主総会にお

ける議決権行使比率を参考にして、一定の議決権行使比率を設定した上で、当該議決権行使比率を株主総会における特別

決議の可決要件（対象者の総株主の総議決権数の３分の２）に乗じることで、本公開買付けの下限をより低い水準とする

事例もあり、対象者の直近５期の定時株主総会における議決権行使比率の最大値は約 92.51％である中、かかる買付予定

数の下限の考え方を採用することも合理性が認められると考えましたが、対象者株式の非公開化の確実性を担保するべく、

かかる買付予定数の下限の考え方は採用せず、仮に本臨時株主総会での議決権行使比率が 100％であった場合でも株式併

合に係る議案が可決される水準としております。 

本公開買付けにおいては、上記のとおり、買付予定数の下限を本不応募株式の数及び対象者の取締役が保有する本譲渡

制限付株式の数と併せて対象者の総株主の議決権の数の３分の２に相当する議決権の数を確保できる株式数に設定してい

ないことから、本公開買付けの成立後、公開買付者及び本不応募株主が所有する対象者の議決権並びに対象者の取締役が

保有する本譲渡制限付株式に係る議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の３分の２を下回る場合、本株式併合に

係る議案が本臨時株主総会において承認されない可能性も理論上は否定できません。 

しかし、仮に、当該承認が得られない場合であっても、公開買付者は、最終的に対象者株式の全て（対象者が所有する

自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式の非公開化を行う方針であることから、本公開買付けにおける応募状況や

当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性、市場株価の動向並びに本臨時株主総会における議決権行使比率等も

踏まえた上で、本株式併合に係る議案が対象者の株主総会において現実的に承認される水準に至るまで、新たな公開買付

け又は市場内での買付け若しくは市場外での相対取得の方法により、対象者株式を追加取得し、対象者株式の非公開化を

目指す予定です。当該追加取得に関しては、公開買付者は、対象者が株式併合又は株式分割等、支払う対価の調整を要す

る行為を行わない限り、新たな公開買付けの場合は、本公開買付けにおける対象者株式１株当たりの買付け等の価格（以

下「本公開買付価格」といいます。）と同一の価格により、市場内取引の場合は市場価格により、市場内取引以外の方法

による場合には本公開買付価格と同一の価格により、対象者株式を取得する方針です。このような追加取得の具体的な時

期及び方法並びにその後の株主総会による本株式併合に係る議案の承認までに要する期間については、市況等の諸事情に

よるため現時点では決定することができませんが、公開買付者としては実務上可能な限り速やかに本株式併合が実施され

るように最大限努めるものといたします。 

 

また、公開買付者は、本公開買付けにより対象者株券等の全て（ただし、本新株予約権の行使により交付される対象者

株式及び本譲渡制限付株式を含み、本不応募株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合
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には、本公開買付けの成立後に、対象者の株主を公開買付者及び本不応募株主のみとし、対象者株式を非公開化するため

の一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）を実施することを予定しております。本スクイーズアウ

ト手続きの詳細については、本公開買付けに関して公開買付者が 2026年５月 13日に提出する公開買付届出書（以下「本

公開買付届出書」といいます。）「第１ 公開買付要項」の「４ 買付け等の目的」の「（４）本公開買付け後の組織再編等

の方針」をご参照ください。 

また、公開買付者は、本スクイーズアウト手続後、対象者が本不応募株式の全てを取得すること（以下「本自己株式取

得」といい、本自己株式取得に係る株式併合前１株当たりの自己株式取得価格を「本自己株式取得価格」といいます。）

を実施することを予定しております。本自己株式取得は、本株式併合後、有価証券報告書提出義務免除承認前に実施する

可能性がありますが、対象者株式の上場廃止後であり、上場廃止後の株式は自社株公開買付け（法第 27条の 22の２に定

める公開買付けをいいます。以下同じです。）の対象となる「上場株券等」（法第 24 条の６第１項、令第４条の３）に該

当しないため、公開買付者は、自社株公開買付けを実施しない予定です。また、本自己株式取得価格は、みなし配当の益

金不算入規定が適用されることを考慮して、本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が仮に本不応募株主

が本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と実質的に同等となる金額として、本株式併合前の対象者株式１株当た

り 2,439 円を予定しています。本自己株式取得は、株主間の公平性に配慮しつつ、公開買付価格の最大化を図るために

EQTから本不応募株主に提案したものです。 

 

公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、金融機関からの借入れ及び公開買付者親会社からの出資によ

り賄うことを予定しております。 

 

本公開買付けの概要は以下のとおりです。 

 

（１）対象者の名称 

株式会社カカクコム 

 

（２）買付け等を行う株券等の種類 

① 普通株式 

② 新株予約権（以下（ⅰ）乃至（ⅺ）を総称して、以下「本新株予約権」といいます。） 

（ⅰ）2016年８月 17日開催の取締役会決議に基づき発行された第８回新株予約権（以下「第８回新株予約権」と

いいます。）（行使期間は 2016年９月２日から 2046年９月１日まで） 

（ⅱ）2017年７月 19日開催の取締役会決議に基づき発行された第 10回新株予約権（以下「第 10回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2017年８月４日から 2047年８月３日まで） 

（ⅲ）2018年８月 15日開催の取締役会決議に基づき発行された第 11回新株予約権（以下「第 11回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2018年９月４日から 2048年９月３日まで） 

（ⅳ）2019年７月 17日開催の取締役会決議に基づき発行された第 13回新株予約権（以下「第 13回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2019年８月５日から 2049年８月４日まで） 

（ⅴ）2020年７月 15日開催の取締役会決議に基づき発行された第 14回新株予約権（以下「第 14回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2020年８月５日から 2050年８月４日まで） 

（ⅵ）2021年７月 21日開催の取締役会決議に基づき発行された第 15回新株予約権（以下「第 15回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2021年８月６日から 2051年８月４日まで） 

（ⅶ）2021年11月17日開催の取締役会決議に基づき発行された第16回新株予約権（以下「第16回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2023年 12月４日から 2028年 12月１日まで） 

（ⅷ）2022年７月 20日開催の取締役会決議に基づき発行された第 17回新株予約権（以下「第 17回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2022年８月５日から 2052年８月２日まで） 

（ⅸ）2023年７月 19日開催の取締役会決議に基づき発行された第 18回新株予約権（以下「第 18回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2023年８月７日から 2053年８月６日まで） 

（ⅹ）2025年５月 21日開催の取締役会決議に基づき発行された第 19回新株予約権（以下「第 19回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2029年６月１日から 2033年９月 30日まで） 

（ⅺ）2025年６月 18日開催の取締役会決議に基づき発行された第 20回新株予約権（以下「第 20回新株予約権」

といいます。）（行使期間は 2027年７月 24日から 2035年６月 17日まで） 
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（３）買付け等の期間 

2026年５月 13日（水曜日）から 2026年７月２日（木曜日）（37営業日） 

 

（４）買付け等の価格 

① 普通株式１株につき、金 3,000円 

② 新株予約権 

（ⅰ）第８回新株予約権につき、金１円 

（ⅱ）第 10回新株予約権につき、金１円 

（ⅲ）第 11回新株予約権につき、金１円 

（ⅳ）第 13回新株予約権につき、金１円 

（ⅴ）第 14回新株予約権につき、金１円 

（ⅵ）第 15回新株予約権につき、金１円 

（ⅶ）第 16回新株予約権につき、金１円 

（ⅷ）第 17回新株予約権につき、金１円 

（ⅸ）第 18回新株予約権につき、金１円 

（ⅹ）第 19回新株予約権につき、金１円 

（ⅺ）第 20回新株予約権につき、金１円 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

普通株式 121,905,767（株） 34,941,000（株） ― （株） 

合計 121,905,767（株） 34,941,000（株） ― （株） 

（注１）応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（34,941,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付

け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（34,941,000 株）以上の場合は、応募株券

等の全部の買付け等を行います。 

（注２）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注３）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにお

いて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である 121,905,767 株を記載しております。当該最

大数は、本基準株式数（199,552,867 株）から、本不応募株式の数（75,933,700 株）、及び、対象者から報

告を受けた本日現在残存する本新株予約権（ただし、対象者から本日現在において行使可能であるものと

報告を受けた第 16 回新株予約権を除く。17,134 個）の目的となる株式数（1,713,400 株）を控除した株式

数です。なお、本新株予約権のうち、(ⅰ)第８回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第

13 回新株予約権、第 14 回新株予約権、第 15 回新株予約権、第 17 回新株予約権及び第 18 回新株予約権に

ついては、当該新株予約権の行使期間内において、対象者の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日

（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、当該新株予約権を行使するこ

とができるとされているところ、対象者によれば、当該新株予約権に係る新株予約権者が当該条件を充足

することは予定されていないとのことであることから行使される可能性がないため、また、(ⅱ)第 19 回新

株予約権及び第 20 回新株予約権については、行使期間が到来しないことから行使される可能性がないため、

それらの目的となる対象者株式について買付予定数には含めておりません。 

（注４）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未

満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い

取ることがあります。 

（注５）公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により交付される対象者株式も本公開買付けの対象として

おります。 

 

（６）決済の開始日 

2026年７月９日（木曜日） 

 

（７）公開買付代理人 

三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 
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東京都千代田区大手町一丁目９番２号 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。 

三菱 UFJ ｅスマート証券株式会社（復代理人） 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

 

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付届出書をご参照ください。 

 

以 上 
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【勧誘規制】 

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではあ

りません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書を注意深くお読みいただいた上で、株主ご自身

の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当す

る、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るい

かなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

 

【米国規制】 

本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手

続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934。その後

の改正を含み、以下「米国 1934年証券取引所法」といいます。）第 13条(e)項又は第 14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本

公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリース及びこのプレ

スリリースの参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づ

いて作成された財務情報と同等又は比較可能である内容とは限りません。公開買付者は米国外で設立された法人であり、またその役

員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる

可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法

的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び当該法人の関係者（affiliate）に米国の裁判所の管

轄が認められるとは限りません。本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものと

します。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した

場合には、日本語の書類が優先するものとします。公開買付者、対象者、DG及び KDDIの各ファイナンシャル・アドバイザー、公開買

付代理人並びにそれらの関係者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上

許容される範囲で、米国 1934年証券取引所法規則第 14e–5条(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付

けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。

そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト（又はその他の開示方法）にお

いても、英文で開示が行われます。 

 

【将来に関する記述】 

このプレスリリースの記載には、米国 1933年証券法（Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。）第 27Ａ条及び米国 1934

年証券取引所法第 21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知の

リスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく

異なることがあります。公開買付者又はその関係者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正

しくなることを何ら約束するものではありません。このプレスリリース中の「将来に関する記述」は、プレスリリースの日付時点で

公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付

者、対象者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。 

 

【その他の国】 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそ

れらの制限に留意し、遵守してください。このプレスリリースの発表、発行又は配布は、本公開買付けに関する株券等の買付け等の

申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 


